
平成 26年 10月 10日版 

 

 

 

 

 

 

 

 

秦野市子ども・子育て支援事業計画（案） 
 

  



 

目 次 

 

１． 子ども・子育て支援事業計画の概要......................................................................................................... 1 

１. 子ども・子育て支援事業計画とは .......................................................................................................................................... 1 

（１） 計画の背景 ............................................................................................................................................................................ 1 

（２） 計画の位置づけと目的 .................................................................................................................................................... 2 

（３） 計画の期間 ............................................................................................................................................................................ 3 

（４） 子ども・子育て支援事業計画の作成にあたっての記載事項 ...................................................................... 3 

２. 子ども・子育て支援新制度の事業体系 ................................................................................................................................ 4 

（１） 主なポイント........................................................................................................................................................................ 4 

（２） 事業の体系 ............................................................................................................................................................................ 5 

（３） 子どものための教育・保育給付 ................................................................................................................................. 6 

（４） 地域子ども・子育て支援事業 ..................................................................................................................................... 7 

（５） 保育の必要性の認定について ..................................................................................................................................... 8 

２． 子育ての現状と今後の課題 ............................................................................................................................ 9 

１. 子育て環境の現状 ............................................................................................................................................................................ 9 

（１） 総人口と年少人口の推移 ............................................................................................................................................... 9 

（２） 出生の動向 ........................................................................................................................................................................ 10 

（３） 女性の社会進出と育児の課題 ................................................................................................................................. 11 

（４） 就学前児童の保育等の状況の変化 ........................................................................................................................ 12 

２. 子育て環境へのニーズ .............................................................................................................................................................. 13 

（１） 子ども・子育て支援新制度施行事前調査 ......................................................................................................... 13 

（２） 市立幼稚園のあり方を検討するための保護者アンケート ....................................................................... 23 

３. 母子保健関係の現状 ................................................................................................................................................................... 26 

（１） 妊娠・出産期から、親子の成長への切れ目ない支援 ................................................................................. 26 

（２） 子どもの健やかな成長を見守る地域づくり .................................................................................................... 28 

（３） 子どもの健やかな成長・発達への継続した支援 ........................................................................................... 29 

（４） 豊かな人間性を育むための思春期教育の充実 ............................................................................................... 31 

４. 今後の課題 ....................................................................................................................................................................................... 32 

（１） 待機児童 ............................................................................................................................................................................. 32 

（２） 放課後児童育成施策の推進 ...................................................................................................................................... 32 

（３） 地域と家庭を繋ぐ家庭教育と子育て支援の充実 ........................................................................................... 33 

３． 計画の基本的考え方 ...................................................................................................................................... 34 

１. 計画の基本理念 ............................................................................................................................................................................. 34 

２. 計画の基本方針 ............................................................................................................................................................................. 34 

３. 基本目標............................................................................................................................................................................................ 35 

４. 教育・保育提供区域の設定 ..................................................................................................................................................... 35 

４.子ども・子育て支援施策 .................................................................................................................................. 36 

１. 子どものための教育・保育の提供 ...................................................................................................................................... 36 

２. 地域子ども・子育て支援事業 ................................................................................................................................................ 38 

（１） 利用者支援事業（保育コンシェルジュ） ......................................................................................................... 38 

（２） 地域子育て支援拠点事業（ぽけっと 21） ...................................................................................................... 38 

（３） 妊婦健診事業.................................................................................................................................................................... 39 

（４） 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問） ................................................................................. 39 

（５） 養育支援訪問事業 .......................................................................................................................................................... 40 

（６） 子育て短期支援事業（ショートステイ事業） ............................................................................................... 40 

（７） 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） ............................................... 40 

（８） 一時預かり事業 ............................................................................................................................................................... 41 

（９） 延長保育事業.................................................................................................................................................................... 41 

（１０） 病後児保育事業 .......................................................................................................................................................... 42 



（１１） 放課後児童健全育成事業（放課後児童ホーム） ...................................................................................... 42 

３. その他の事業 .................................................................................................................................................................................. 43 

（１） 産後の休業および育休後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保 ............................ 43 

（２） 子どもに関する専門的な知識および技術を要する支援に関する神奈川県との連携 .................. 43 

（３） 労働者の職業生活と家庭生活の両立のための雇用環境の整備に関する施策との連携 ............. 45 

５． 市独自の支援策 ................................................................................................................................................ 47 

１. 妊娠・出産期から、親子の成長への切れ目ない支援 ................................................................................................ 48 

（１） 施策の方向性 .................................................................................................................................................................... 48 

（２） 具体的支援策 .................................................................................................................................................................... 49 

２. 子どもの健やかな成長を見守る地域づくり ................................................................................................................... 50 

（１） 取組の方向性 .................................................................................................................................................................... 50 

（２） 具体的支援策 .................................................................................................................................................................... 50 

３. 子どもの健やかな成長・発達への継続した支援 ......................................................................................................... 51 

（１） 取組の方向性 .................................................................................................................................................................... 51 

（２） 具体的支援策 .................................................................................................................................................................... 51 

４. 豊かな人間性を育むための思春期教育の充実 .............................................................................................................. 52 

（１） 取組の方向性 .................................................................................................................................................................... 52 

（２） 具体的支援策 .................................................................................................................................................................... 52 

６． 計画の推進に向けて ...................................................................................................................................... 53 

１. 計画の進捗状況の把握 ............................................................................................................................................................... 53 

２. 関係機関との連携強化 ............................................................................................................................................................... 53 

 

 





1 

１．子ども・子育て支援事業計画の概要 
近年の少子化や女性の社会進出、地域の連携の希薄化といった課題を解決し、子育て

のしやすい社会づくりに向け、平成 24 年 8 月に「子ども・子育て支援法」が成立し

ました。この法律を含む、子ども・子育て関連 3 法（子ども・子育て支援法、認定こ

ども園法の一部改正法、児童福祉法等の一部改正法）をもとに『子ども・子育て支援新

制度』が制定され、保育量の確保、認定こども園の普及、地域子ども・子育て支援の強

化が重点的に進められることとなりました。 

 

１.子ども・子育て支援事業計画とは 

子ども・子育て支援事業計画は、秦野市が地域のニーズに基づき計画を策定し、幼児

期の学校教育・保育、地域の子供・子育て支援を総合的に推進するための計画です。 

秦野市では、子どもを安心して産み育てていけるよう、様々な支援を行うこととして、

これまでの次世代育成支援計画、母子保健計画などを含め、妊産婦から小学生までの子

育てに関する総合的な計画として策定します。 

（１）計画の背景 

秦野市では、平成11年（1999年）3月に「秦野子ども・子育て計画」、平成14

年（2002年）4月に「はだの健やか親子21」、平成17年（2005年）3月に「秦

野市次世代育成支援計画」、平成22 年（2010 年）3 月「秦野市次世代育成支援計

画（後期計画）」を策定し、これらの計画に沿って、子育て支援を行ってきました。こ

うした取り組みによって、合計特殊出生率の増加がみられますが、出生数は年々減少の

一途をたどっています。 

また、女性の社会進出や、高齢化に伴い育児世代の女性が労働力として求められてお

り、子育てと就労の両立や地域ぐるみで子育てをしやすい環境づくりを進めることが、

社会的な課題となっています。 

こうした現況や課題を整理して、子育ての目標を検討し、施策の方向性を取りまとめ

ました。 
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（２）計画の位置づけと目的 

本計画は、「こども・子育て支援法」第 61 条第 1 項に基づき策定するもので、す

べての子どもの良質な子育て環境を保障し、社会全体で子育て家庭を支援することを目

的としています。 

これまで取組みを進めてきた「秦野市次世代育成支援行動計画（後期計画）」の基本

的な考え方を継続し、「秦野市総合計画HADANO2020プラン」を上位計画として、

保健・医療、教育、福祉等のさまざまな分野にわたり、総合的な展開を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-１ 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

図 １-２ 次世代育成支援計画と子ども・子育て支援事業計画の関係 

 

秦野市子ども・子育て支援事業計画 

秦野市総合計画 

ＨＡＤＡＮＯ2020プラン 

秦野市次世代育成支援行動計画 

（後期計画） 

分野別計画 
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（３）計画の期間 

子ども・子育て支援新制度が始まる平成27年度から平成31 年度までの5 年間を

計画期間としており、中期的な視点でより良い子育て支援を具体的に進めていく計画で

す。 

 

 
図 １-３ 計画の対象期間 

 

（４）子ども・子育て支援事業計画の作成にあたっての記載事項 

子ども・子育て支援事業計画の策定に当たっては、子ども・子育て支援法の基本指針

において、必須記載事項と任意記載事項が定められています。 

 

必須記載事項（子ども・子育て支援法 基本指針 別表第一より） 

 １ 教育・保育提供区域の設定 

 ２ 各年度における教育・保育の量の見込み、実施しようとする教育・保育

の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

 ３ 各年度における地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、実施しよう

とする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容およびその実

施時期 

 ４ 教育・保育の一体的提供および教育・保育の推進体制の確保の内容 

任意記載事項（子ども・子育て支援法 基本指針 別表第四より） 

 １ 市町村子ども・子育て支援事業計画の理念等 

 ２ 産後の休業および育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利

用の確保に関する事項 

 ３ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が

行う施策との連携に関する事項 

 ４ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要

な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項 

 ５ 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成の時期 

 ６ 市町村子ども・子育て支援事業計画の期間 

 ７ 市町村子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検および評価 
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２.子ども・子育て支援新制度の事業体系 

（１）主なポイント 

子ども・子育て支援新制度とは、子ども・子育て関連3法（子ども・子育て支援法、

認定こども園法の一部改正法、児童福祉法等の一部改正法）に基づき、平成 27 年度

から始まる新しい制度です。この新制度では、「保育の量的拡大」、「認定こども園の

普及」、「地域子ども・子育て支援の強化」を主なポイントとしています。 

 

１.「保育の量的拡大」に向けて 

  保育所などの施設が、行政による設置の「認可」を受けるしくみを改善・透明化

し、施設等の設置を促進したり、「小規模保育」、「家庭的保育」などのさまざま

な手法による保育に対する新たな財政措置を行い、提供される保育の量や種類を増

やすことで、待機児童の解消を目指します。 

 また、こうした「量」の拡大とともに、教育・保育の「質」を確保するため、幼

稚園教諭・保育士等の人材確保、職員の処遇や配置の改善などを図ることとしてい

ます。 

２.「認定こども園の普及に向けて」に向けて 

  幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」制度が改善されます。 

 具体的には、4 種類ある認定こども園*のうち、「幼保連携型認定こども園」に

ついては、設備や運営に関する基準、提供される教育・保育の内容などが新たに定

められました。 

 また、これまで非常に複雑で、事業者の方々の負担となっていた、施設を設置す

るための手続きを簡素化することや、財政措置の見直しなどにより、幼保連携型認

定こども園の設置を促進することとしています。 

3.「地域子ども・子育て支援の強化」に向けて 

  地域における子育て支援に関するさまざまなニーズに応えることができるよう、

「放課後児童クラブ」、「一時預かり」、「地域子育て支援拠点事業」、「延長保

育」、「妊婦検診」などのさまざまなサービスの拡充を図ることとしています。 

 また、子育て支援に関する相談の受付や施設・サービスの紹介、情報提供などを

行う窓口を設置するなどの新たな取り組みによって、多様なメニューからニーズに

合ったサービスを選択して利用できるしくみづくりを目指しています。 
 

*：認定こども園には、次の4種類があります。 

 

幼保連携型 認可幼稚園と認可保育所とが連携して、一体的な運営を行うことにより、認

定こども園としての機能を果たすタイプ 

幼稚園型 認可幼稚園が、保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、保育

所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ 

保育所型 認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園

的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ 

地方裁量型 幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園

として必要な機能を果たすタイプ 
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（２）事業の体系 

新制度では就学前の子どもの教育・保育を保障するために、「子どものための教育・

保育給付」として、認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育等の施設等を利用した

場合に共通の給付制度が導入されます。給付制度には、認定こども園・幼稚園・保育所

を対象とした「施設型給付」と、小規模保育等を対象とした「地域型保育給付」があり、

各施設等が代理で給付を受け、保護者は施設等からサービスを受ける仕組みです。 

さらに、地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実として、教育・保育施設を利

用する子どもの家庭だけでなく、在宅の子育て家庭を含むすべての家庭及び子どもを対

象とする、「地域子ども・子育て支援事業」があります。 

 

 

図 １-４ 新制度の事業の体系 
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（３）子どものための教育・保育給付 

①施設型給付 

施設型給付の対象事業は、認定こども園、幼稚園、保育所等の教育・保育施設です。 

市町村が利用者の保育の必要性を認定し、保護者に対する個人給付を、確実に教育・

保育の費用に充てるために事業者に対し、直接支払います。（法定代理受領） 

 

認定こども園 

  教育と保育を一体的に行う施設。 

 0歳から小学校就学前の子供が対象。保育は、保護者の就労時間等に応じた認定が必要。 

幼稚園 

  小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校。 

 満3歳から小学校就学前の子どもが対象。 

 保育を必要としない。 

保育所 

  就労などのため家庭で保育できない保護者に変わって保育する施設。 

 0歳から小学校就学前の保育を必要とする子どもが対象。 

 

②地域型保育給付 

地域型保育給付は、都市部における待機児童の解消とともに、子どもの数が減少傾向

にある地域における保育機能の確保に対応したものです。定員 19 人以下の少人数の

単位で、待機児童が多い 0～2 歳の子どもを預かる事業で、市町村による認可を受け

た保育事業が給付の対象となります。 

 

家庭的保育（保育ママ） 

  家庭的な雰囲気のもとで少人数（定員5人以下）を対象にきめ細かな保育を行います。 

小規模保育 

  少人数（定員 6～19 人）を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行

います。 

事業所内保育 

  会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。 

居宅訪問型保育 

  障害、疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要

がある場合などに、保護者の自宅で１対１保育を行います。 
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（４）地域子ども・子育て支援事業 

地域子ども・子育て支援事業は、市町村が子ども・子育てのニーズにもとづいて実施

する事業で、子ども・子育て支援法で13事業が定められています。 

また、秦野市では「秦野市次世代育成支援計画（後期計画）」で実施してきた子育て

施策の中で、ニーズの高い取組みについて、新制度の事業との整合を図りながら、充実

した地域の子ども・子育てサービスを提供します。 

 

表 １-１ 地域子育て支援事業で実施する事業 
地域子ども・子育て事業名 

（括弧内は秦野市での事業名） 
内 容 

利用者支援事業 

（保育コンシェルジュ） 

教育・保育施設や地域の子育て支援の事業等の利用について情報集約

と提供を行うとともに、子どもや保護者からのそれらの利用にあたっ

ての相談に応じ、必要な情報提供・助言をし、関係機関との連絡調整

等を行う。 

地域子育て支援拠点事業 

（ぽけっと２１） 

親や子ども同士が自然にふれあうことのできる場所を提供し、育児に

ついての情報交換や気軽に相談できる環境を築くことで、子育て不安

の解消や遊びを通じた子どもの豊かな情緒を育てることを図る。 

妊婦健診事業 

（妊婦健康診査費用助成制度） 

 

妊婦の健康管理を図るため、妊娠中１４回の健診について助成を行う。 

乳幼児家庭全戸訪問事業 

(こんにちは赤ちゃん訪問事業) 

 

生後４ヶ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩

みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、母子の心

身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、支援が必要な家庭に対

し、適切なサービスの提供につなぐことにより、子どもの健やかな成

長を図る。 

養育支援訪問事業 継続して養育に関する支援が必要と判断した家庭に訪問し指導・助言

等をすることにより、適切な養育の実施を確保する。 

子育て短期支援事業 

（ショートステイ事業） 

保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童

の養育が困難となった場合等に、児童養護施設など保護を適切に行う

ことができる施設において養育・保護を行う。 

子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・セン

ター事業） 

子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と、子育ての援助をしたい人

（支援会員）が集まって、お互いに助け合う。（3 カ月以上～小学校

6年生まで） 

一時預かり事業 

（市立幼稚園一時預かり） 

（一時保育） 

 

《幼稚園（市立幼稚園一時預かり）》 

在園児の保護者が就労などにより、正規の教育時間終了後に園児の保

育することが困難な場合に、園児を預かり、保育する。運営は実施園

で保護者との運営委員会を設け、利用料、保育員の任用、実施日、時

間などを決めて実施する。 

《保育所（一時保育）》 

専業主婦家庭等の育児疲れ解消、急病や断続的勤務・短時間勤務等の

勤務形態の多様化等に伴う一時的な保育需要に対応するため、一時保

育を実施する。 

延長保育事業 保育所開所時間の１１時間を超えて保育を行う事業 

病児保育事業 

（病後児保育事業） 

病院、保育所等において病気の児童を一時的に保育するほか、保育中

に体調不良となった児童への緊急対応等を行う事業 

放課後児童健全育成事業 

（放課後児童ホーム） 

放課後帰宅しても保護者が家庭にいない小学生を対象に、授業の終了

後、遊びや生活の場を提供する。 
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（５）保育の必要性の認定について 

子ども・子育て新制度では、保護者の申請を受けた市町村が、基準に基づいて保育の

必要性を認定し、給付を行います。認定区分には以下の 3 区分があり、保育を必要と

する事由に該当する方は、2 号認定、3 号認定を受けます。1 号認定は、満3 歳以上

の保育を必要としない子どもです。 

 

表 １-２ 給付のための認定区分 
認定区分 対象者 対象施設 

１号認定 子どもが満３歳以上で、幼稚園等で教育を希望

される方 

私立幼稚園、秦野市立幼稚園（４歳以

上）、認定こども園 

２号認定 子どもが満３歳以上で、保護者の就労・病気な

どの理由で、保育所等での保育を必要とする方 

保育所、認定こども園 

３号認定 子どもが満３歳未満で、保護者の就労・病気な

どの理由で保育所等での保育を必要とする方 

保育所、認定こども園、地域型保育事

業(小規模保育、家庭的保育など) 

 

表 １-３ 保育の必要性の認定基準（概要） 
事由 ①就労 

 フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労。居宅内の労働 

 （自営業、在宅勤務等）を含む 

②就労以外の事由 

 妊娠、産後、保護者の疾病・障害、親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学、 

 虐待やDVの恐れなど 

区分 ①保育標準時間 

 主にフルタイムの就労を想定した長時間利用 

②保育短時間 

 主にパートタイムを想定した短時間利用 

 

 



9 

２．秦野市の子育ての現状と今後の課題 
 

１.子育ての現状 

（１）総人口と年少人口の推移 

秦野市の総人口は169,326人（平成26年1月1日現在）で、ほぼ横ばいで推移

しています。人口推計では、ほぼ横ばいと予測されています。 

年齢階層別では、年少人口（0歳～1４歳人口）の割合が平成26年にやや増加して

いますが、実数では 29 人減少とほぼ横ばいです。長期的な傾向では、平成 15 年の

13.7%（23,048 人）から、本計画の目標年次である平成 31 年度（グラフの平成

32年）の11.1%（18,716人）まで、4,332人の減少が予測されています。 

 

 

図 ２-１ 秦野市の年齢階層別人口 

 

表 ２-１ 秦野市の年齢層別人口 

 

（注）平成26年までは「統計はだの」及び秦野市資料による実績値。 

平成27年以降は平成22年国勢調査に基づく推計値 
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（２）出生の動向 

秦野市の出生数は減少傾向にあり、約1,200人となっています。また、合計特殊出

生率は平成17 年には 1.01 にまで低下しましたが、近年は1.2 人台まで回復してい

ます。 

 

図 ２-２ 出生数と合計特殊出生率 

 
コラム：合計特殊出生率とは 

合計特殊出生率は15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人

の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当し

ます。 

諸外国と比較すると、フランスやスウェーデンでは、出生率が 1.6 台まで低下した後、

2.0台まで回復しました。フランスは家族政策として、1990年代以降家族手当等の経済

的支援から保育の充実へシフトし、その後出産・子育てと就労に関して幅広い選択ができ

るような環境整、すなわち「両立支援」を強める方向で政策が進められています。 

 
（資料：平成25年版少子化社会対策白書, 内閣府, 
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（３）女性の社会進出と育児面の課題 

一般に、わが国の女性の労働力率（生産年齢人口に占める労働力人口（就業者+完全

失業者）の比率）は、20歳代後半から30歳前半に低下し、その後40歳代後半まで

上昇するというM字型となる傾向にあります。このことは、多くの女性が20歳代後

半から 30 歳代にかけて結婚や出産により仕事を中断し、子どもの成長とともに再び

仕事に就く事を反映しているためです。 

秦野市の女性の労働力率について、5 歳階級別に平成 12 年と平成 22 年を比較す

ると、特に、２0 歳から３４歳にかけてのカーブが緩やかになっています。これは、

20歳代後半から30歳代の女性の労働市場への進出が進んでいると考えられます。 

また、祖母である世代（おおむね５０歳代以上）の就業率も高まっており、以前に比

べ、子育ての経験のある親族（祖母等）から育児などのサポートを受けたり、経験や知

識を教わったりする機会の減少につながっているという面が読み取れます。 

 

 

図 ２-３ 女性の年齢別労働力率の推移 （資料：総務省統計局「国勢調査報告書」） 
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（４）就学前児童の保育等の状況の変化 

秦野市の就学前児童の保育は、市立幼稚園が昭和４０年代の人口増加に伴い増設され、

昭和５８年には１４園となりましたが、少子化や保育園ニーズの高まりにより、市立幼

稚園の園児数及び就園率は減少しました。一方で、保育園の就園率は、平成１２年に１

９．８％であったのに対し、平成25年には28．7％と増え、私立幼稚園への就園率

は、平成１２年に１７．３％であったのに対し、平成２5年には20．5％と微増して

おり、保護者のニーズの多くは、市立幼稚園から、保育園に移行している状況で（図 

２-４）、平成２４年度、２５年度の保育所の待機児童数は、表２－２のとおりです。 

 

 

図 ２-４ 幼稚園児数の推移 

 

表 ２-２ 秦野市内 保育所待機児童数（人） 
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２. 子育て環境へのニーズ 

（１）子ども・子育て支援新制度施行事前調査 

秦野市では、子ども・子育て事業計画の策定にあたり、平成 25 年に子ども・子育

て支援新制度施行事前調査として、未就学児のいる全てのご家庭に、子育ての実態やご

意見をお聞きしました。 

 

①子育て環境について 

お子さんを見てもらえる親族・知人について、“緊急時に祖父母等の親族に”と回答

した保護者が多く（図 ２-５）、祖父母等の負担に心配はないと回答している割合が高

い傾向がみられており（図 ２-６）、秦野市の子育て環境については、比較的親類との

連携が図られていることが伺えます。 

 

図 ２-５ お子さんを見てもらえる親族・知人 

 

 

図 ２-６ 日常的におよび緊急時に祖父母等の親族にと回答した人の状況について 
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②母親の就労状況と今後の就労希望について 

市内の母親の現在の就労状況は、0～２歳児・３歳児以上ともに就労していない割合

が多く（図 ２-７）、また、現在パートやアルバイトで勤務している母親のうち、フル

タイムの転換を希望する割合は３割程度でした（図 ２-８）。これに加えて、以前就労

していたが、現在就労していない母親の就労の希望は、「１年より先に就労したい」と

いう回答が多く（図 ２-９）、その希望就労形態は、パートやアルバイトを選ぶ割合が

多い結果となりました（図 ２-１０）。 

こうしたことから、秦野市の母親の就労の意向としては、就労を中心とせず、子ども

の育ちや、ワークライフバランスを重視した働き方を希望する割合が多いことが伺えま

す。 

 

図 ２-７ 母親の就労状況について 

 

 

図 ２-８ パート就労中の母親のフルタイムへの転換希望について 
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図 ２-９ 以前就労していたが現在就労していない・就労したことがない母親の就労希望 

 

 

 
図 ２-１０ 以前就労していたが現在就労していない・就労したことがない母親の希望する就労形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

① 地域子育て支援拠点事業の利用状況と今後の利用 

地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、情報共有などを行ったりする

場）の現状では、利用していない回答者が 6 割を超え、利用が少ないことが明らかに

なりました。ただし、年齢別に比較すると、市内施設では 0～2 歳の利用が 3 歳の約

3倍であり、0～2歳の子供を持つ回答者の利用割合が高いことや（図 ２-１１）、今

後の利用希望についても、3 歳以上の子どもを持つ回答者の「利用日数を増やしたい

と思わない」割合が高いものの、0～2歳の子供を持つ回答者の「今後利用したい」割

合も約 4 割と高く、0～2 歳代の子供を持つ回答者に地域子育て支援拠点事業のニー

ズがあることがわかります（図 ２-１２）。 

 

 
図 ２-１１ 地域子育て支援拠点事業の利用割合 

 

 
図 ２-１２ 地域子育て支援拠点事業の今後の利用希望 
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② 日・祝日の定期的な教育・保育事業の利用について 

日・祝日の定期的な保育事業の利用については、０～2 歳・3 歳以上ともに、「利

用する必要がない」と回答した割合が７割を超え、「月に１～2回は利用したい」は2

割以下に留まっていました。 

 

図 ２-１３ 日・祝日の定期的教育・保育事業の利用希望 

 

③ 長期休暇中の幼稚園の利用について 

幼稚園の長期休暇中（夏休み・冬休み）の教育・保育の事業の利用の希望については、

3 歳以上の子どもをもつ回答者の「休みの期間中、週に数回利用したい」と回答した

割合がともに 4 割程度となっており、土日祝日の定期的な教育・保育事業に比べて利

用する希望割合が高い結果となりました。 

 

図 ２-１４ 長期休暇中の幼稚園の利用希望 
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④ 病児・病後児保育の利用について 

平日の定期的な教育・保育の事業を利用している子どもが、病気やけがで教育・保育

の利用ができなかった場合の対処方法は、病児・病後児保育やベビシッター等の施設や

事業を利用した割合は低く、母親・父親を含め親族・知人で対応している状況が明らか

になりました（図 ２-１５）。 

しかし、病児・病後児保育の利用の要望を見ると、特に、0～2歳児の子供を持つ回

答者に利用の希望が高く（図 ２-１６）、また、病気やけがで教育・保育の利用ができ

なかった場合に「仕方なく子供だけで留守番させた」と回答した回答者も複数見られる

ことから（表 ２-３）、病児・病後児保育の潜在的な必要性が伺えます。 

 

図 ２-１５ 病児・けがへの対応 

 

 

図 ２-１６ 病児・病後児保育の利用希望 
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表 ２-３ 子どもが病気やけがで教育・保育事業が利用できなかった場合 

仕方なく子供だけで留守番させた年間日数 

 
  



20 

 

⑤ 不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について 

不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用の現状を見ると、幼稚園の

一時預かり保育や、保育所の一時預かり、ファミリー・サポート・センターを利用する

回答者がそれぞれ 1 割弱見られるものの、利用していない回答者が多く、その割合は

0～2歳、3歳以上ともに7割を超えていました（図 ２-１７）。 

一方、不定期の一時預かりを「利用していない」と回答した方の内訳を見ると、「利

用する必要がない」という回答が多くを占めていましたが、「利用料がかかる」、「利

用料がわからない」、「事業の利用方法がわからない」、「地域の事業の利便性が良く

ない」といった回答も見られ、施設等の便益が利用に影響していることも示唆されまし

た（図 ２-１８）。このほか、利用していない理由の自由回答では、預けることの不安

や子どもの負担への配慮、子どもを預けることの世間体等、回答者のメンタルな要素が

利用を左右していることも見受けられました。 

また、不定期の預かり事業の利用希望は 0～2 歳、3 歳以上ともに、「利用する必

要がない」という回答者が約５割を占めていましたが、「利用したい」回答者も 3 割

と比較的多く見られ（図 ２-１９）、不定期の預かり事業の潜在的需要があることが示

されました。ただし、事業によってその利用希望割合を比較すると、0～2歳の子供を

持つ保護者について、病児・病後児保育よりも、不定期の預かり事業の方が希望は低い

ことが示されました（図 ２-１６、図 ２-１９）。 

 

図 ２-１７ 日中の定期的保育や病気のため以外に不定期利用している事業 
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図 ２-１８ 不定期の預かり事業を「利用していない」理由 

 

 

 

図 ２-１９ 不定期の預かり事業の利用希望 
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⑥ 小学校就学後の放課後の過ごし方について 

小学校就学後の放課後の過ごし方については、「自宅」、「習い事」、「放課後児童

ホーム」、「祖父母や友人宅」が多く、この傾向は高学年の「放課後児童ホーム」の割

合が少なくなるものの、低学年と高学年でほぼ同じ傾向となっていました（図 ２-２０）。

また、放課後の過ごし方の日数の内訳を見ると、週に２～3 日を習い事または、放課

後児童ホームで過ごし、その他は自宅または、祖父母宅や友人・知人宅で過ごす割合が

多いことが示されました（図 ２-２１）。 

 

図 ２-２０ 小学校就学後の放課後の過ごし方（低学年） 

 

 

図 ２-２１ 日数別にみた小学校就学後の放課後の過ごし方（低学年） 
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（２） 市立幼稚園のあり方を検討するための保護者アンケート 

秦野市では、今後の就学前教育における市立幼稚園の方向付けと方策を検討するため

に、平成 22 年に市立幼稚園・市立保育園の保護者、および地域の子育て施設を利用

した未就学児を持つ保護者の方にアンケートを実施しました。アンケートから子育て環

境へのニーズを以下に抽出します。 

 

① 幼稚園・保育園への期待 

市内の未就学児をもつ多くの保護者は、幼稚園・保育園に区別なく、幼稚園や保育園

に対する役割として「幼児期にふさわしい遊びや生活」、「子どもの学ぶ力を伸ばす教

育」、「小学校へスムーズに移行するための教育」を挙げていました（表 ２-４）。 

 

 

表 ２-４ 幼稚園・保育園に今後期待すること（網掛けは上位3回答を示す） 

項          目 
幼稚園保護者 未就学園児保護者 保育園児保護者 

回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

ア 幼児期にふさわしい遊びや生活  1,034 30.58 563 30.99 341 29.27 

イ 子どもの学ぶ力を伸ばす教育 815 24.11 419 23.06 288 24.72 

ウ 小学校へスムーズに移行するための教

育 
797 23.57 383 21.08 227 19.48 

エ 様々な行事による地域との交流  329 9.73 206 11.34 111 9.53 

オ 教員の専門性向上 133 3.93 54 2.97 51 4.38 

カ 子育てについての相談体制 137 4.05 76 4.18 92 7.90 

キ 保護者（親）の家庭生活等に関する相談

体制 
26 0.77 22 1.21 15 1.29 

ク 保護者のつながりを広げる場 92 2.72 94 5.17 27 2.32 

ケ その他 18 0.53 0 0.00 13 1.12 

合          計 3,381 100.00 1,817 100.00 1,165 100.00 
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② 幼稚園・保育園への要望 

幼稚園および未就学園児の保護者の、幼稚園に対する主な要望は、「一人一人を大切

にする保育」、「給食の対応」、「3 歳児保育」であり、保護者の労力の軽減ととも

に、社会に適応可能とされている 3 歳から、同世代の子ども達を交流させ、年齢に即

した育ちの場の提供を求める状況が伺えます（表 ２-４）。 

保育園の保護者については、「一人一人を大切にする保育」、「異年齢交流」、「小

学校との連携の充実」が挙げられ、幼児教育への関心の高さが伺えます（表 ２-５）。 

 

表 ２-５ 幼稚園・保育園に要望するもの（網掛けは上位3回答を示す） 

項          目 

幼稚園保護者 未就学園児保護者 保育園児保護者 

幼稚園に対して要望するもの 保育園に対して要望するもの 

回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

ア ３歳児保育 434 12.97 273 18.25 - - 

イ 給食の対応 781 23.35 365 24.40 - - 

ウ バス通園 272 8.13 131 8.76 - - 

エ 少人数保育 274 8.19 145 9.69 - - 

オ 小学校との連携の充実 353 10.55 191 12.77 133 17.50 

カ 一人一人を大切にする保育 545 16.29 346 23.13 354 46.58 

キ 異年齢交流 171 5.11 127 8.49 179 23.55 

ク 教員・事務員の増員 168 5.02 57 3.81 65 8.55 

ケ 駐車場完備・確保 308 9.21 127 8.49 - - 

コ その他 38 1.14 7 0.47 29 3.82 

回答なし 1 0.03 0 0.00 0 0.00 

合          計 3,345 100.00 1,496 100.00 760 100.00 
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③ 市立幼稚園の今後の在り方に関する要望 

市立幼稚園の今後の在り方については、いずれの保護者も「幼稚園の一部を保育園へ

移行する」と回答した割合が高い結果となり、その傾向は保育園園児保護者に顕著に見

られました。 

ただし、幼稚園の保護者と、未就学園児の保護者について「現状のまま、市立幼稚園

を 14 園で維持する」と回答した方も「幼稚園の一部を保育園へ移行する」に次いで

多く、また「市立幼稚園の一部を民間幼稚園へ移行する」と回答した未就学園児保護者

も見られており、市立幼稚園の在り方について、保護者の見解が必ずしも一致していな

いことが伺えます。 

 

表 ２-６ 市立幼稚園の今後の在り方について（網掛けは上位3回答を示す） 

項          目 
幼稚園保護者 未就学園児保護者 保育園児保護者 

回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

ア 市立幼稚園の一部を民間幼稚園へ移行する 

（市立幼稚園と民間幼稚園と併存） 
71 6.15 91 13.75 15 4.23 

イ 市立幼稚園を民間業者に経営を委託する 

（委託化） 
20 1.73 32 4.83 7 1.97 

ウ 市立幼稚園を幼児数に合わせて統廃合して減らす

（統合廃園） 
127 11.01 55 8.31 39 10.99 

エ 幼稚園の一部を保育園へ移行する 

（保育園化） 
504 43.67 215 32.48 233 65.63 

オ 現状のまま、市立幼稚園を１４園で維持する 

（現状維持） 
351 30.42 181 27.34 36 10.14 

カ その他 59 5.11 24 3.63 8 2.25 

回答なし 22 1.91 64 9.67 17 4.79 

合          計 1,154 100.00 662 100.00 355 100.00 
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３.母子保健関係の現状 

子ども・子育てに関連する母子保健計画のための現況の整理については、一部課題も

含めて取りまとめました。 

（１）妊娠・出産期から、親子の成長への切れ目ない支援 

妊娠・出産は、女性に大きな心身の変化をもたらします。しかし、少子化・核家族化

が進み、経験者から育児等の知識や情報を習得する機会が少なくなり、出産の晩産化に

より、妊娠に伴う母体の負担増加や、妊婦の親の高齢化で身内による家事、育児等の十

分な援助が受けづらくなっています。平成 26 年 1 月～３月までに市の４か月児、７

か月児健康診査等を受診した母親 434 人への出産前後のアンケート調査の結果では、

初産・経産に関わらず約７割の方が出産前後に困ったことがあったと答えています。出

産後に困ったことの内容として、「授乳、上の子の世話、夜間の赤ちゃんの世話、皮膚

の手入れ、お母さんが体調不良」が上位を占めており、育児に関する指導の他に、母体

の健康管理を含めた支援体制の充実が必要となっています。 

また、近年の児童虐待の増加において、特に０歳児に死亡事例が多いことにより、児

童虐待防止対策として養育支援を必要とする家庭への妊娠期・出産後早期からの支援が

必要となってきています。 

高齢出産の割合 

 
                       （衛生統計年報より） 

出産後に困ったことの内容（Ｎ＝434人） 
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低出生体重児の割合は、昭和６０年のほぼ２倍である９．３％となっています。低出

生体重児の出生を予防するには、若い女性のやせの予防や、妊娠中の適正な体重増加等、

女性が妊娠・出産・育児に関する正しい知識を得られるよう指導が必要です。また、妊

娠の早期届出や妊婦健康診査の受診といった妊婦自身の健康行動も重要となります。さ

らに、働く妊婦が増加している現在、受動喫煙防止、マタニティーマークの普及啓発、

母性健康管理指導事項連絡カードの普及等、妊婦に優しい環境づくりも必要となります。 

低出生体重児割合     （衛生統計年報より） 

 

   妊娠届出１１週以下の割合 

 
 

本市では、安心して妊娠・出産ができるよう、妊娠届出者には母子健康手帳の他に母

子健康手帳副読本等を配付し、母子保健に関する知識の普及や、サービスの周知に努め

ています。また妊娠届出書では、家族状況、妊婦の既往歴等できるだけ多くの情報を収

集し、外国籍者、多胎、未成年、相談希望等の人には電話や家庭訪問で相談に応じてい

ます。 

また、地域のつながりの希薄化や、現在の親世代の人々の兄弟姉妹の数が減少してお

り、自身の出産まで赤ちゃんと触れ合う経験が乏しいまま親になることが増えている現

状より、妊娠期に出産経験者と実際に赤ちゃんと触れ合う機会を設けています。 

さらに、適正な時期の妊娠届出とともに妊婦健康診査の定期的な受診を支援するため、

産科医療機関や保健福祉事務所と連携して連絡会を開催するとともに、妊婦健康診査の

費用についての助成、妊娠を望む夫婦のために、不妊・不育症治療費の一部助成を行っ

ています。 
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母子の愛着形成の重要性から、妊娠、出産、育児への地域での切れ目ない支援が必要

です。市の関係各課、医療機関や保健福祉事務所等と連携を図り、産前から産後の母子

保健サービスを提供できる体制づくりとその強化が求められています。 

 

（２）子どもの健やかな成長を見守る地域づくり 

子育てについて何らかの不安を持つ親が多く、特に乳幼児のいる母親は、子どもの甘

えや成長を受け止められる余裕を持って、イライラしない子育てをしたいと願いながら

も、子どもの成長やしつけについて悩んでいるのが実情です。 

近年、少子化や核家族化、地域のつながりの希薄化により、育児負担を抱え孤立しが

ちな母子の存在が見受けられます。 

平成 25 年度に実施した本市の乳幼児健診の問診項目の「相談したいことがありま

すか」という質問に対し、「はい」と答えた親は4か月児健診では４４.５％と一番高

く、７か月児健診では３６.５％、1歳6か月児健診では３３.５％、3歳６か月児健診

では2９.5％でした。年月齢が進むにしたがい相談することが減る傾向にはありますが、

４人に１人は相談したいことがある状況です。また、育児を応援してくれる人や相談で

きる人がいない人の割合は、平成 25 年度に実施した本市の乳幼児健診の問診項目で

は、「いいえ」と答えた親は 4 か月児健診では 0.8％、７か月児健診では 1.6％、1

歳 6 か月児健診では 1.0％、3 歳６か月児健診では 1.9％と、過去５年間を比較する

と増加傾向となっています。子育て世代の親を孤立させない支援体制の整備と、育児に

関する負担感を親だけで抱えず、地域全体で育児を支える環境づくりが必要です。 

 

相談したいことがある割合 
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育児を応援してくれる人や相談できる人がいない人の割合 

 

 

（３）子どもの健やかな成長・発達への継続した支援 

少子化・核家族化が進み、地域のつながりが希薄化していることから、育児をサポー

トする親族や相談できる友人・知人が身近にいない場合もあり、孤立する親子や育児書

どおりにいかない子どもの発達に戸惑う母親が増加している現状にあります。 

平成 25 年度に実施した乳幼児健診の問診項目の「現在の子育ての状況に満足して

いますか」という質問に対し、「いいえ」「どちらともいえない」と答えた親は 4 か

月児健診では21.7％、７か月児健診では23.1％、1歳6か月児健診では22.6％、

3歳６か月児健診では26.5％でした。成長するにしたがって育児満足度は低く、思う

ような育児ができていないと感じている母親が少なくありません。 

子どもが生まれ、健やかに成長していくためには、生涯を通じての健康づくりの基礎

を築く大切な乳幼児期に、親と子の健康づくりや愛着形成についての十分な知識の普及

と支援が必要です。 

子どもの健やかな成長発達のために、食を通して健全な心身を培い、豊かな人間性を

育むことを目的とした「はだの生涯元気プラン（秦野市食育推進計画）」に基づき、食

育による支援の充実を図ることも必要です。 

乳幼児期の発達には、大きな個人差がありますが、全国的に離乳や運動、言葉の発達

がゆっくり進む傾向がみられています。今後も各種セミナーや教室、乳幼児健康診査に

おいて、子どもの健やかな育ちの基礎となる食事、遊び、睡眠、生活習慣等についての

正しい知識の普及啓発が重要です。 

さらに乳幼児健康診査では、これらの子育てに対する不安の軽減を図り、発達の遅れ

や障害等を早期発見、早期支援することを目指して、医師や心理相談員等の専門職を配
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置しています。また、発達の遅れの疑いがあり個別支援が必要な際には、医療機関や障

害福祉課主管の療育関係事業と連携し、専門的支援につなげています。 

今後も、一人ひとりの個性に応じた成長発達を促すために、子どもや家族の状況に

合った支援の充実を図り、継続した支援を行っていく必要があります。 

 

乳幼児期における健康診査受診率（平成 25年度） 

 健診名 

年間 

実施 

回数 

受診数（受診率） 

乳
児
期 

４か月児健康診査 ２４回 1,203人（98.8％） 

７か月児健康診査 ２４回 1,221人（98.7％） 

お誕生日前健康診査 随時 1,159人（91.5％） 

幼
児
期 

１歳６か月児健康診査 ２４回 1,234人（94.2％） 

２歳児歯科育児相談 ２４回 1,173人（87.0％） 

３歳６か月児健康診査 ２４回 1,236人（91.0％） 

 

子育ての満足状況（平成 25年度） 
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（４）豊かな人間性を育むための思春期教育の充実 

物質的豊かさや情報化社会の進展など子どもを取り巻く環境が変化し、物事を主体的

に考えて判断し、豊かな心をもつこと、またその子どもが本来もっている可能性を伸ば

していくことが困難になっているといわれています。また、家庭の教育力の低下や、有

害な情報がはん濫していることから、命の尊さや親子のきずなについて考える機会が少

ない現状にあります。 

避妊や人工妊娠中絶の知識をはじめ思春期特有の身体的、精神的な悩みに対しては、

学校や保健福祉事務所等において相談や講演会、健康教育を実施してきました。今後も、

感受性の豊かな思春期において、自分や他人の命の尊さ、親子の絆について考え、健康

や安全に関する理解を通して生涯を通じて自らの健康を管理し改善できるように、関係

機関が連携して、正しい知識の普及やきめ細かな相談体制の充実を図る必要があります。 
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４.今後の課題 

秦野市では、大正 2 年から私立秦野幼稚園（現在の本町幼稚園）が開園し、人口増

加に伴い市立幼稚園14園、私立幼稚園2園の幼稚園が設置されてきました。 

しかし、時代の移り変わりや女性の社会進出に伴い、年々幼稚園から保育園を希望す

る家庭が増え、市立幼稚園の園児数は年々減少し、保育所に入所できない待機児童と市

立幼稚園のあり方が課題となっています。一方で、幼稚園・保育園の保護者が教育・保

育に期待する役割には、子どもの学ぶ力を伸ばす教育、小学校へスムーズに移行するた

めの教育への期待に大きいものがあります。 

こうした現状を踏まえた秦野市の子育てに関する課題は、次のことが挙げられます。 

 

（１）待機児童 

地域の個性、市立幼稚園の歴史を踏まえたうえで、質の高い幼児教育と保育を一体的

に提供できる体制を構築することが課題といえます。 

これまで、市内の市立幼稚園のうち 4 園（ひろはた幼稚園・みどり幼稚園・末広幼

稚園・つるまき台幼稚園）は、保育園と一体化した、認定こども園へ移行しましたが、

待機児童と幼稚園の定員割れの問題は解消されていない状況にあります。 

そのような状況の中で、私立幼稚園・私立保育園とのバランスを考慮しながら、一定

の教育水準を維持するためのセーフティネットとしての市立幼稚園・子ども園を一定確

保し、今後の保育ニーズを見据えた中で、多様な設置主体による市立幼稚園のこども園

化が求められています。 

 

（２）放課後児童育成施策の推進 

近年の女性の社会進出や核家族化に伴い、放課後や長期休業中の学童の過ごし方につ

いて、留守家庭児童が増加することに加え、子どもたちを被害者とする犯罪が増加して

いることから、子どもたちが安全で快適に放課後を過ごし、放課後の活動を通じて自立

心、社会力、創造力等を育成することが重要になっています。 

これまで、秦野市では小学校の空き教室を活用し、学童指導員を配置して、放課後帰

宅しても家族の就労又は疾病等により、適切な保護が受けられない小学校 1 学年から

4 学年までの児童を対象に、児童ホームを整備してきました。特に、平成２４年度か

らは、受入れを４年生までに拡大いたしました。 

しかし、今後も放課後に保護を受けられない児童の増加が予想されることから、放課

後の児童育成施策の推進が課題といえます。 
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（３）地域と家庭を繋ぐ家庭教育と子育て支援の充実 

保護者は、「子育てについての第一義的責任を有する」との基本的な考えを踏まえる

とともに、「子どもは地域で育てる」という理念のもと、子育て支援センター「ぽけっ

と２１」、コミュニティ保育等多様な保育サービスの提供を充実させ、幼児が地域と共

に育つことができる環境づくりが求められています。 
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３．計画の基本的考え方 
自然豊かな環境を活かしながら、すこやかな子育て生活を実現するための、計画の基

本的な考え方を示します。 

 

１.計画の基本理念 

近年の急速な少子高齢化は、経済活動の停滞の可能性や、社会保障の問題等、社会全

体の活力を低下させることが懸念されています。 

少子化を食い止めることが、わが国の急務とされている一方、近年の女性の社会進出

や核家族化に伴い、安心して子どもを産み・育てることができないといった意識を抱く

女性も多く、増え続ける待機児童等の社会的な状況を改善し、安心して子どもを産み育

てることができるまち、子育てに喜びを感じることのできるまち、地域社会で子育てを

支えていくまちを目指し、これまでの基本理念を踏襲して、本計画も以下の基本理念を

設定しました。 

 

    【基本理念】 

 

 

 

 

     

 

２.計画の基本方針 

秦野市では「秦野市次世代育成支援計画（後期計画）」を策定し、全ての子どもとそ

の家庭へ様々な支援を推進してきました。子どもと家庭を支え、地域を含めた社会全体

で子育てを支援する仕組みが必要となっており、本計画の推進にあたっては、これまで

の次世代育成支援計画を踏まえ、地域ぐるみの子育て支援を推進します。 

 

安心して子どもを産み、喜びと責任をもって 

子育てができるより良い環境づくり 
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３.基本目標 

基本理念、基本方針を踏まえた、基本目標を示しました。 

基本目標は、基本的に「秦野市次世代育成支援計画（後期計画）」に示された基本目

標を継承しており、引き続き、この基本目標のもとに、安心した子育てと、子どもが伸

び伸びと成長できる環境づくりを進めていきます。 

 

 

 

４.教育・保育提供区域の設定 

国の基本指針において、地理的条件や人口、交通事情その他の社会的条件および教

育・保育施設の整備状況等を総合的に勘案して、教育・保育提供区域を設定することと

されています。 

秦野市では、幼稚園や保育所が市内に均等に配置されておらず、子どもが減少する中

で区域区分を行った場合は、地域によって提供するサービスの質の違いが生じる可能性

があります。さらに、小規模保育は事業者数が少ないことから、市内全域からの利用が

見込まれます。このため、教育・保育提供は市内を1区域として設定します。 
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４.子ども・子育て支援施策 
 

 子ども・子育て支援のために展開する施策について、以下に示しました。 

 支援施策には、子ども・子育て支援法に基づく「子どものための教育・保育の提供」、「地

域子ども・子育て支援事業」があります。 

 

１.子どものための教育・保育の提供 

秦野市ではこれまで、市立幼稚園 14 園のうち 4 園をこども園化するとともに保育

所の定員の120％まで入所者を受け入れる弾力運用により、待機児童数の軽減を図っ

てきました。しかし、依然として待機児童数が解消されないことから、認可保育園の新

設、認可外保育所の認可保育園への移行、地域型保育（小規模保育、事業所内保育）の

促進、市立幼稚園の認定こども園化、市立幼稚園の適正配置を進め、確保量の達成を進

めます。 

 

表０-１ 教育・保育の見込みと確保量 

区分 
子どもの 

年齢 

26年度 

現在 
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

1号認定 3～5歳 2,184 2,164 2,154 2,142 2,142 2,142 

確保量 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 

2号認定 3～5歳 1,046 1,188 1,207 1,227 1,227 1,227 

確保量 1,179 1,279 1,319 1,319 1,319 

3号認定 0～2歳 738 921 984 1,051 1,051 1,051 

確保量 881 999 1,054 1,054 1,054 

 

表０-２ 保育量の確保策およびその目標年度と事業量 

確保の内容 事業量 目標年度 

・認可保育園の新、増設（定員増含む） 

・既存の認可外保育所の認可保育所への移行（定員

増含む） 

・地域型保育事業である小規模保育、事業所内保育

の新、増設（定員増含む） 

・市立幼稚園を認定こども園化（定員増含む） 

2号認定：273名 

3号認定：316名 
Ｈ27～Ｈ29 
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【具体的支援策】 

事業名 事業内容 

定員枠の拡大 

 

認可保育園の希望者に対して円滑な入所を実現するため、

受入枠を拡大し待機児童の解消を図る。 

地域型保育事業の活用 

 

働く保護者の育児休業の修了や、産後休暇明けによる職場

復帰に対して、０歳児・2 歳児の受入枠を拡大するため、地

域型保育事業者の参入を促進する。 

施設整備の支援 

 

保育園施設としての機能を十分に果たすため、施設等の老

朽化や定員の拡大に対応する施設整備工事について積極的に

支援する。 
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２.地域子ども・子育て支援事業 

（１）利用者支援事業（保育コンシェルジュ） 

子育て家庭からのニーズの多い、きめ細やかな情報提供や相談、助言を実施する相談

窓口を平成26年度に1箇所設置し、この事業を継続します。 

◆見込み量設定にあたって◆ 

利用者支援事業（保育コンシェルジュ）については、地域育児センターの既存施設も、

情報提供や相談の窓口として利用が可能なことから、新規の窓口は1箇所としました。 

 単位 
25年度 

実績 
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

見込量 箇所 0 1 1 1 1 1 

確保量 箇所 － 1 1 1 1 1 

 

（２）地域子育て支援拠点事業（ぽけっと 21） 

子どもがいる家庭、またはこれから子育てを始める家庭への育児支援、乳幼児を持つ

親とその子どもが気軽に集い、交流を図ることや育児相談ができる場を、身近な地域に

設置し、子育てへの負担感の緩和、社会的孤立の解消などを図ります。 

◆見込み量設定にあたって◆ 

地域子育て支援拠点事業（ぽけっと21）では、特に乳幼児（0～2歳児）母子の集

う場所として、年間を通じて多くの利用が、アンケートからも示されています。このこ

とから、25年度実績の5箇所から1か所増加した6箇所としました。 

 単位 
25年度 

実績 
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

見込量 人日 25,000 39,876 39,639 39,084 39,012 39,252 

確保量 箇所 5 6 6 6 6 6 
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（３）妊婦健診事業 

妊婦の健康保持及び健康な赤ちゃんを産み育てるため、妊婦と胎児の健康管理に努め

ます。 

◆見込み量設定にあたって◆ 

妊婦健診事業については、今人口減少が予測されており、実績値をやや下回る見込み

量を設定しました。 

 
25年度 

実績 
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

見込量（回） 13,618 13,600 13,600 13,600 13,500 13,500 

確保 

方策 

実施場所 県産科婦人科医会が委託している医療機関等 

検査項目 基本診察、血液検査、尿検査、肝炎検査等 

実施時期 妊娠届後、随時 

 

 

（４）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問） 

生後４ヶ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育

て支援に関する情報提供等を行うとともに、母子の心身の状況や養育環境等の把握及び

助言を行い、支援が必要な家庭に対し、適切なサービスの提供につなぐことにより、子

どもの健やかな成長を図ります。 

◆見込み量設定にあたって◆ 

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問）については、実績値を踏まえて、

人口推計を参考に計上しました。 

 
25年度 

実績 
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

見込量（人） 1,085 1,055 1,064 1,069 1,043 1,098 

確保 

方策 

実施体制（人） 61 61 61 61 61 61 

実施期間 秦野市 

委託団体等 こんにちは赤ちゃん訪問員 
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（５）養育支援訪問事業 

継続して養育に関する支援が必要と判断した家庭に訪問し指導・助言等をすることに

より、適切な養育の実施を確保します。 

◆見込み量設定にあたって◆ 

実績値を踏まえて、人口推計を参考に見込み量を設定しました。 

 
25年度 

実績 
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

見込量（人） 20 20 20 20 20 20 

確保 

方策 

実施体制（人） 3 3 3 3 3 3 

実施期間 秦野市 

委託団体等 保健師、ホームヘルパー 

 

（６）子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 

保護者の病気その他の理由で、家庭において児童を養育することが一時的に困難と

なった場合に、宿泊を伴った一時預かりを行います。現在、市内に児童養護施設等がな

いことから確保方策等を設定していませんが、今後、既存事業の活用を含め、ニーズに

対応した取組みを検討していきます。 

 

 単位 
25年度 

実績 
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

見込量 人日 － － － － － － 

確保方策 
 

 

 

（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

多様化する保育ニーズに今後も対応できるよう取り組んでいくとともに、利用システ

ムを知らない保護者もいるため、新たな周知方法も検討します。 

◆見込み量設定にあたって◆ 

放課後児童ホーム（学童保育）の不足を補うために、ニーズが見込まれることから、

平成 24 年度実績に加え、保護者の就労状況と児童数の推移をもとに見込み量を設定

しました。 

 単位 
25年度 

実績 
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

見込量 人日 - 8,996 8,892 8,840 8,788 8,736 

確保量 人日  6,000 6,500 7,000 8,000 9,000 

  ※24年度実績：5,466人日 
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（８）一時預かり事業 

①市立幼稚園預かり保育 

市立幼稚園 14 園のうち 13 園（1 園は一時保育を実施）で実施しており、引き続

き、保護者の就労や疾病のほか、リフレッシュ、園児同士の交流など多様化するニーズ

に対応していきます。 

◆見込み量設定にあたって◆ 

平成24年度実績と、アンケートによるニーズ量をもとに見込み量を設定しました。 

 単位 
25年度 

実績 
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

見込量 人日 17,613 36,385 36,224 36,600 35,848 35,518 

確保量 人日  28,800 30,600 32,400 34,200 36,000 

 

②一時保育 

一時保育のニーズは増加傾向にあるため、保育園に対し一時保育の実施や定員増を要

請していきます。 

◆見込み量設定にあたって◆ 

アンケートからニーズ量が多いことが示されており、アンケートのニーズ量をもとに

見込み量を設定しました。 

 単位 
25年度 

実績 
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

見込量 人日 7,558 26,655 26,444 26,115 25,898 25,998 

確保量 人日  11,200 14,900 18,600 22,300 26,000 

 

 

（９）延長保育事業 

今後も利用児童数の増加が見込まれることから、延長保育実施園に対する支援を継続

します。 

◆見込み量設定にあたって◆ 

こども園などの施設が増加するなど、他の事業での対応が見込まれることから、平成

25年度実績から他の事業の見込み量を調整して設定しました。 

 
25年度 

実績 
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

見込量（人） 803 648 644 640 633 632 

確保 

方策 

実施体制（人） 2 2 2 2 2 2 

実施施設 18 18 18 18 18 18 
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（１０）病後児保育事業 

秦野市では、新たな子育て支援策として、ひろはたこども園において病後児を対象と

した事業を開始しました。 

◆見込み量設定にあたって◆ 

これまでの実績がないことから、アンケートのニーズ量をもとに見込み量を設定しま

した。 

 
25年度 

実績 
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

見込量（人） - 756 751 747 738 738 

確保量（人）  882 882 882 882 882 

 

 

（１１）放課後児童健全育成事業 

保護者のニーズに対応できるように、また、今後も安定した受入れに向けて、指導員

や余裕教室を確保するとともに、民間事業者に対する支援に取組みます。 

◆見込み量設定にあたって◆ 

核家族化の進行に伴って、今後も希望が増えることが予想されています。平成 25

年度実績に加え、アンケートのニーズ量をもとに見込み量を設定しました。 

 
25年度 

実績 
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

見込量（人） 964※ 1,420 1,405 1,394 1,386 1,374 

確保 

方策 

登録児童数（人）  1,420 1,405 1,394 1,386 1,374 

定員数（人）  1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 

クラブ数  29 29 29 29 29 

実施場所（箇所数）  29 29 29 29 29 

指導員配置数（人）  84 84 84 84 84 

※実績は小学校4年まで 
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３.その他の事業 

（１）産後の休業および育休後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保 

保護者が産後・育休明けの希望する時期に円滑に教育・保育施設、地域型保育事業を

利用できるよう、休業中の保護者に対して情報提供を行うとともに、計画的に教育・保

育施設、地域型保育事業を整備します。 

 

【具体的支援策】 

事業名 事業内容 

地域育児センター 

 

地域の子育て支援システムの拠点である地域育児センター

において、育児相談や育児教室の開催、各種交流事業を実施

するなどして、休業中の保護者に情報提供を行うとともに、

地域の福祉サービスの推進を図る。 

定員枠の拡大（再掲） 

 

認可保育園の希望者に対して円滑な入所を実現するため、

受入枠を拡大し待機児童の解消を図る。 

地域型保育事業の活用（再掲） 

 

働く保護者の育児休業の修了や、産後休暇明けによる職場

復帰に対して、０歳児・2 歳児の受入枠を拡大するため、地

域型保育事業者の参入を促進する。 

施設整備の支援（再掲） 

 

保育園施設としての機能を十分に果たすため、施設等の老

朽化や定員の拡大に対応する施設整備工事について積極的に

支援する。 

 

 

（２）子どもに関する専門的な知識および技術を要する支援に関する神奈川県との

連携 

児童虐待防止対策の充実、母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進、障害児施策の充

実等について、神奈川県および関係機関が行う施策との連携を図りながら施策を展開し

ます。 

   ①児童虐待防止 

【子育て支援ネットワークの充実】 

育児を精神的負担と感じたり不安になるのは、特別の親ではなく、だれでもなること

と認識し、子育てをするすべての家庭を対象にした、幅広い子育て支援を充実させる必

要があります。 

このため、親の孤立化を防ぐとともに、親が豊かな人間関係を持てるような場所や気

軽に相談できる場所の充実を視野に入れ、プライバシーに配慮しながらも、迅速かつ適

切に対応できるような子育て支援のネットワークの充実に努めます。 
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【ハイリスク家庭等への対応】 

虐待の防止・早期発見・早期対応のためには、行政だけでなく、地域や専門家が一体

となってこの問題に取り組んでいく必要があります。そこで、ハイリスク家庭や虐待の

疑いのある事例に対しては、様々な関係者が協働してそれぞれの立場から支援を行う

ケースカンファレンス（事例検討会議）を実施するなどのきめ細かな対応に努めます。 

 

◆具体的支援策◆ 

事業名 事業内容 

こども相談 

 

児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応を図るためはだ

のっ子すこやかネットワークの機能を活用し、関係機関と連

携した要保護児童支援を行う。 

また、コモンセンス・ペアレンティングの技法を活用した

親支援講座の定期的な開催をとおして、児童虐待の予防を図

る。 

 

 

②ひとり親家庭の自立支援の推進 

ひとり親家庭の早期自立を目指し、就労に向けた教育訓練の支援、就業や求職活動、

職業訓練を行うことができるよう子育て支援事業の充実を図ります。 

◆具体的支援策◆ 

事業名 事業内容 

ひとり親家庭自立支援教育訓

練給付事業 

 

ひとり親家庭の自立を促進するために、スキルアップを支

援する。雇用保険の教育訓練給付の受講資格を有していない

ひとり親家庭の親が教育訓練講座を受講し、終了した場合、

経費の２０%を支給する。 

ひとり親家庭自立支援高等

技術訓練促進費事業 

 

ひとり親家庭の自立就職時に、有利かつ生活の安定に役立

つ資格の取得を促進することを目的とし、一定の期間生活費

の負担を軽減するために、養成機関で２年以上就業する場合

に就業時期、期間および養成機関での出席状況等により、一

定額を支給する。 

 

③障害児施策の推進 

【自立生活の支援の充実】 

障害のある就学前児童の健全な育成を目指すデイサービス事業や、ことばの相談事業

の相談・訓練は、日常生活への適応を目指した取組を進めていくとともに、肢体不自由

児への対応や、教育委員会等と連携し、就学後も参加できるような事業の実施について

も検討していきます。 
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 【相談業務の充実】 

障害児をもつ家庭へ適切な支援を行うために、保健・医療と連携し、保護者のニーズ

を的確にとらえる相談業務の拡充を図っていきます。そのなかでは、専門家等によるカ

ウンセリングの実施も検討していきます。 

【統合保育・教育の実施】 

障害の有無に関わらず、全ての子どもたちがともに学び、ともに育つ場として、必要

に応じて保育園及び幼稚園で統合保育・教育を引き続き実施します。 

 

◆具体的支援策◆ 

事業名 事業内容 

こども相談（再掲） 

 

児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応を図るためはだ

のっ子すこやかネットワークの機能を活用し、関係機関と連

携した要保護児童支援を行う。 

また、コモンセンス・ペアレンティングの技法を活用した

親支援講座の定期的な開催をとおして、児童虐待の予防を図

る。 

障害児デイサービス事業 

（障害児デイサービスセン

ター：たんぽぽ教室） 

 

発達の遅れや障害の疑いがある就学前の児童に対し、心身

の発達を促し、機能回復を図るため、個々の状況にあわせた

訓練指導を行うとともに、保護者への指導・助言をあわせて

行う。 

ことばの相談室 

 

就学前の児童（健常児・障害児）を対象に、言葉の発達上

の問題及び精神発達上の問題について、相談・指導・訓練を

行う。 

障害児早期療育推進事業 

 

就学児童を対象に、障害の早期発見並びに早期療育事業の

推進のため、関係機関等が早期に連携を保ち総合的に処遇を

図る。 

①療育相談員が、発達に心配のある児童の生活上の相談を

受け、不安の解消を図る。また、必要に応じて関係機関

等へのコーディネートを行う。 

②早期療育事業推進会議の運営 

③統合保育巡回相談事業の実施 

統合保育・教育の実施 

 

集団生活の中で、個別の支援が必要な児童に対しての統合

保育・統合教育を実施する。 

また、早期療育システムの円滑な運営及び関係機関との連

携を推進する。 

 

 

（３）労働者の職業生活と家庭生活の両立のための雇用環境の整備に関する施策と

の連携 

仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し及び仕事と子育ての両立のための

基盤整備にむけて、実情に応じた取り組みを進めます。 
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【働き方の見直しを促進する啓発活動】 

すべての人が仕事と家庭を両立できるような働き方を選択できるようにするととも

に、男性・女性にかかわらず、また労働者・事業者にかかわらず「働き方の見直し」の

意識を高めることが必要です。 

そこで今後は、事業主等に対して育児休業取得率の向上に向けた意識啓発を働きかけ

ていきます。 

【女性の就業支援の充実】 

現在、「秦野市ふるさとハローワーク」において職業相談、職業紹介、就職に関する

情報提供等を実施するほか、市主催の就職支援個別カウンセリングにおいては、女性専

用相談日を設置するとともに、保育ボランティアによる保育も実施していますが、さら

に就業意欲のある女性を支援していくため、本事業や就労に関する各種相談会等のより

一層の周知・利用促進を図っていきます。 
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５．市独自の支援策 
市独自の支援策は、秦野市次世代育成支援行動計画（後期計画）から引き継ぐ施策、

事業等（主に母子保健計画 P.2を参照）を記載しました。 

 

 

 

図 ５-１ 基本目標と取り組みの方向性 
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１.妊娠・出産期から、親子の成長への切れ目ない支援 

（１）施策の方向性 

【妊娠・出産に関する情報提供の充実】 

妊娠・出産の時期を安心して過ごし、低出生体重児の出生を予防し、より納得し満足

した出産が迎えられるようにするために、子育てガイドブックやおめでた家族教室の実

施、ホームページ、インターネット等の活用を通し、情報提供の充実を図ります。 

【妊婦の経済的負担の軽減】 

妊婦健康診査１４回分の公費助成の充実を図り、妊婦健康診査の重要性を普及・啓発

し、確実な受診勧奨により、安全な出産への支援を行います。 

【夫婦間協力と他の家族との交流の場の充実】 

夫婦の協力を深め家族の機能を強化するため、妊婦の夫が参加しやすい事業体制を検

討していきます。また、経験者からの情報を得る、他の家族との交流等により仲間づく

りがスムーズにできるような取組を進めていきます。 

【妊娠・出産についての相談・支援体制の充実】 

母子保健コーディネーターを配置し、妊娠届出時等に妊婦の相談に対応し、妊娠早期

の支援の充実を図ります。また、産科医療機関と連携を図り、産前・産後サポート事業、

産後ケア事業、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業等により、妊娠期から切れ

目ない支援体制の充実を進め、児童虐待防止対策の推進を図ります。 

【妊婦を含めた家族の健康の促進】 

安心して妊娠・出産ができるよう、禁酒や禁煙のメリット、妊娠中の食生活等、低出

生体重児を予防し、胎児を健康に育むための妊婦とその家族の健康についても普及啓発

の充実を図ります。 

【妊婦に優しい環境づくりの推進】 

マタニティーマーク、母性健康管理指導事項連絡カードの普及等に努め、受動喫煙防

止対策について関係課と連携し推進していきます。 

【不妊・不育に悩む夫婦に対する支援の充実】 

妊娠を望み、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）や不育症治療を受けている夫婦に

治療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ります。 
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（１）具体的支援策 

 

事業名 事業内容 

おめでた家族教室 

（父親母親教室） 

 

夫婦で妊娠・出産・育児等についての知識や技術を習得し、

親としての自覚や役割について考える場とする。また、母親が

妊娠・出産の時期を安心して過ごし、より納得し満足した出産

が迎えられるよう支援する。 

妊婦健康診査費用助成制度 

 

妊婦の健康管理を図るため、妊娠中１４回の健診について助

成を行うとともに、妊婦健康診査の重要性について普及・啓発

をおこない受診を奨励し、安全で安心な出産への支援を行う。 

妊産婦・新生児、未熟児訪問

指導 

 

妊産婦・新生児の健康を守るため、助産師や保健師による家

庭訪問を行い、日常生活全般における相談等支援を行う。妊産

婦の不安緩和や健康管理、産後の経過確認、新生児の健全育成

を促進する。妊婦の必要に応じた個別訪問、おめでた家族教室

の参加推奨を行う。産後の「乳児家庭全戸訪問事業」との調整

を強化し、全数把握に努め、特に支援を必要とする妊産婦に産

後ケア事業を活用する。 

乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん 

訪問事業）【再掲】 

 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、様々な不

安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行う。母子の

心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、支援が必要な

家庭に対し、適切なサービスの提供につなぐことにより、子ど

もの健やかな成長を図る。 

養育支援訪問事業 

 

継続して養育に関する支援が必要と判断した家庭に訪問し指

導・助言等をすることにより、適切な養育の実施を確保する。 

母子保健コーディネーターの

配置 

 

妊娠届出時等の際、妊婦等が抱える不安を受け止め、必要に

応じた生活状況を把握し、本人の意思を十分に確認した上で支

援計画を立てる。必要な支援を総合調整し、それらの効果を評

価・確認しながら、母子の自立までを包括的・継続的に支えて

いく。 

産前・産後サポート事業 

 

先輩ママやシニア世代が子育て家庭を訪問し、話し相手や一

緒に外出するなどきめ細やかな支援を行う。 

産後ケア事業 

 

産後の心身ともに不安定な時期に、家族等から家事、育児等

の十分な援助が受けられない者で、母に体調不良または育児不

安等がある母子を対象とする。宿泊やデイケアサービス（母体

ケア、乳児ケア、育児に関する指導、カウンセリング等）を実

施し、心身の安定と育児不安の解消を図り、児童虐待の未然防

止を図る。 

特定不妊治療費助成・不育症

治療費助成事業 

 

不妊症及び不育症に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るた

め、特定不妊治療及び不育症治療を受けた夫婦に対し、助成金

を交付。 
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２.子どもの健やかな成長を見守る地域づくり 

（１）取組の方向性 

【子育てに関する相談の場の充実】 

発育発達の著しい乳幼児期は、親にとって子どもの成長確認により安心することのほ

か、日ごろの心配や悩みを相談しやすい、乳幼児健康診査や育児相談事業のさらなる充

実を図ります。また、民生委員・主任児童委員や個人が地域で開催している子育てサロ

ン等における育児相談の協力も、地区担当保健師が身近な存在となり得る場であり継続

が必要です。 

電話相談や、必要に応じて保健師や助産師が家庭訪問をすることで、家庭の個別性を

配慮した育児支援を行います。 

【子育てに関する適切な情報の提供】 

子どもの発育発達段階を正しく理解し、時期に応じた養育をすることは、親自身の負

担を軽減することにもつながり、乳幼児健診等において知識の普及啓発・情報提供に努

めます。また、近年の情報化の進展に伴い、ホームページやインターネットを活用した

情報の提供を検討します。 

【育児力を高めるためのきめ細かい支援の充実】 

親自身が楽しくいきいきと生活でき、育児を通して父親も母親も家族も子どもととも

に成長できることを目指し、親と子の一人ひとりの個性に配慮したきめ細かい支援を展

開することで、育児をする力を高められるように支援をしていきます。 

 

（１）具体的支援策 

 

事業名 事業内容 

家庭訪問・電話相談・所内面接

（新生児・未熟児を除く） 

育児不安解消、虐待予防等、ハイリスク者を含め、必要と

判断した対象に実施。 

イクメン講座 

子どもの成長発達にあった遊びを通し、父と子のふれあい、

コミュニケーションを体験し、子育てにおける父親の役割に

ついて学ぶ場を提供することで、積極的な父親の育児参加に

向けた支援を行う。 

親子育児教室 

 

精神発達面および養育上の問題等で支援が必要な親子を対

象に、集団の特性を生かした遊びの中で健やかな成長発達を

促す。児童虐待予防、早期療育につなげるまでの親子支援を

行う。 
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３.子どもの健やかな成長・発達への継続した支援 

（１）取組の方向性 

【健診の場を活用した子育て支援の充実】 

多くの親子が集まる集団方式の乳幼児健康診査では、小児科医師・歯科医師・保健師・

管理栄養士・心理相談員・歯科衛生士・保育士等のスタッフが対応しており、各専門か

ら助言、支援の機会とします。 

また、子育ての孤立化を予防するため、同年月齢の子どもをもつ親同士の交流の場と

して、地域情報を提供し、地域とのつながりが持てるよう支援します。不安の軽減を図

り、自信を持って前向きに子育てができるよう、きめ細やかな対応に心がけます。 

よって、健康診査の質の向上と受診率の向上に努めるとともに、相談・交流など子育

て支援の機能を発揮し子育て支援の充実を図ります。 

【一人ひとりの個性に応じた子育て支援の充実】 

一人ひとりの子どもや家族の状況に合った子育て支援の充実を図るために、育児教室

での相談体制を充実させるとともに、経過健診による個別相談を実施し、一人ひとりに

合った支援、情報提供を行います。また、歯科保健等の面で専門的な支援が必要な場合

は、保健福祉事務所と連携を行い相談機能の強化に努めます。 

（１）具体的支援策 

 

事業名 事業内容 

乳幼児健康診査 

 

各月齢・年齢に応じた成長・発達の確認をし、子どもに合った

健康の保持増進及び成長を促すように食育やことばの発達への支

援を行う。う歯（むし歯）を含む疾病や障害、虐待等の予防、早

期発見・早期対応、事故予防等の普及啓発に努める。さらに、必

要に応じて、他事業や専門機関につなぎ、親の心配解消に努め、

育児支援を行う。 

乳幼児経過健診 

「ニコニコきっず相談」 

 

乳幼児健診等で経過観察を必要とする親子に対して、医師の診

察による指示により、管理栄養士、心理相談員、保健師による個

別相談を行い、個々の育ちを尊重した支援を行う。 

小児医療費助成制度 

 

子どもの健康の維持及び健全な育成を支援するため、入院･通院

にかかる費用の保険適用を受ける医療費自己負担分を助成する。 

小児救急医療体制の充実 

 

休日の終日及び平日夜間における入院を要する小児救急医療に

ついては、秦野市内だけでは困難であるため、秦野伊勢原医師会

の事業地域において、空白がないよう受入れ態勢を整え、実施し

ていく。また、入院を要しない場合は、秦野伊勢原医師会が休日

診療所において救急医療を実施する。 

予防接種事業 

 
疾病予防のため予防接種法に基づく予防接種を実施する。 
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４.豊かな人間性を育むための思春期教育の充実 

（１）取組の方向性 

【命の尊さを学ぶ場の充実】 

思春期対策事業「赤ちゃんふれあい体験」については、母子保健事業の場を利用し実

施しています。乳児とのふれあいやその親と話す時間を提供することで、命の尊さを実

感し、親になることの意味を知る機会とし、また、生徒の健全育成を図ることを目的と

して実施します。また、中学校と連携を深め、より多くの子どもが体験していくことが

できるようにしていきます。 

【学校保健と地域保健との連携】 

学校では喫煙・飲酒・薬物乱用防止や性・エイズ教育等への取組を実施していますが、

より専門的な知識が要求される指導内容に対しては、保健福祉事務所等、関係機関との

連携を強化し、内容の充実を図ります。 

【メンタルヘルス対策の充実】 

心の問題を抱える子どもに対しては、カウンセラーによる相談事業に加え、専門の研

修を受けた教職員がより子どもに近い立場からアドバイスをする等の支援する体制づ

くりの整備に努めます。 

 

（１）具体的支援策 

 

事業名 事業内容 

思春期対策事業 

「赤ちゃんふれあい体験」 

 

中学生が赤ちゃんとの触れ合いを体験することで、命の尊

さを学び、親と子の関係を考え、自分自身を見つめなおす機

会とする。 

禁煙講演会 

 

市内小中学校において禁煙講演会を実施し、早期からの喫

煙防止教育、子どもから親への禁煙啓発をする。 
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６．計画の推進に向けて 
 

１.計画の進捗状況の把握 

本計画の推進に当たっては、地域内でのきめ細やかな取組が必要とされますが、その

ためにも、各年度において計画の実施状況を把握・点検し、その結果を、その後の対策

の実施や計画の見直し等に反映させていくことが必要です。 

このため、市民の代表や学識者、関係団体等からなる「秦野市子ども・子育て会議」

において、計画の実施状況の把握・点検を継続的に行っていきます。 

 

２.計画の見直し 

計画の見直しにおいては、基本指針に基づき、教育・保育事業は、認定区分ごとの利

用人数や施設の整備、地域子ども・子育て支援事業は、事業の利用状況や整備状況等に

ついて、計画の量の見込みとの乖離が著しく大きく、見直しの必要があると「秦野市子

ども・子育て会議」において認められる場合は、「量の見込み」及び「確保の内容」に

ついて、見直しを行います。見直しの時期は、およそ計画期間の中間年である３年目を

目安とします。 

 


